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第8章 事後調査計画 

8.1 事後調査を行う理由 

本事業の実施に当たっては、事業の計画段階及び実施段階において種々の環境保全措置を講

じることにより、周辺環境に対する影響が可能な限り回避又は低減されていると評価しており、

また、予測値は基準値等との整合が図られていると評価している。 

ただし、ごみ処理施設の設備計画、最終処分場の規模、工事計画等の種々の計画については、

現段階では未確定であるため、予測・評価結果に不確実性が含まれている。また、陸上植物、

陸上動物及び水生生物に対して環境保全措置を行うが、その効果については不確実性が含まれ

る。 

そこで、事業実施による環境影響を可能な限り回避又は低減させるため、表 8-2-1 に示す内

容のとおり事後調査を行う計画である。 

 

8.2 事後調査計画 

8.2.1 工事時 

工事中の事後調査は表 8-2-1 に示す内容で実施する。調査地点については、図 8-2-1 及び図

8-2-2 に示すとおりとする。 

表 8-2-1 事後調査計画（工事時） 

対象項目 調査項目 調査地点 調査時期 調査方法 

工 事実施

の状況 

工事計画、工事

方法、環境保全

対策の実施状況

－ 工事期間中 現地確認 

騒 音 騒音レベル 対象事業実施区域

敷地境界（予測地

点：1地点） 

12 時間／回×3回

（ごみ処理施設建

設工事、最終処分

場建設工事のそれ

ぞれにおいて建設

機械の稼動台数が

最大と想定される

時） 

騒音規制法の規定による方

法 

振 動 振動レベル 対象事業実施区域

敷地境界（予測地

点：1地点） 

12 時間／回×3回

（騒音と同時） 

振動規制法の規定による方

法 

水 質 浮遊物質量、河

川流量 

対象事業実施区域

周辺河川（4地点）

濁水発生時 3回 環境基準の規定による方法

等 

陸上植物 保全すべき種 対象事業実施区域

及び周辺 

年 1回 現地確認 

陸上動物 猛禽類等の保全

種べき種 

対象事業実施区域

及び周辺 

工事期間中毎年 1

回（繁殖期） 

「猛禽類保護の進め方（環

境庁）」に準拠するとともに

有識者から助言を得て進め

る方法 

水生生物 保全すべき種 対象事業実施区域

周辺河川 

濁水発生後 3回 現地確認 

廃棄物 廃棄物発生量 施工範囲 工事期間中 工事の日常的な記録の整理
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図 8-2-1 騒音・振動事後調査地点（工事時、存在・供用時） 
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図 8-2-2 水質事後調査地点（工事時） 
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8.2.2 存在・供用時 

事後調査は、施設が安定的に稼働した後１年間程度、表 8-2-2 に示す内容で実施する。調査

地点については、図 8-2-3 及び図 8-2-4 に示すとおりとする。 

表 8-2-2 事後調査計画（存在・供用時） 

対象項目 調査項目 調査地点 調査時期 調査方法 

事業の実施

状況 

施設計画、施設

の稼働状況、環

境保全対策の実

施状況等 

－ 施設が安定的

に稼働した時

期 

現地確認 

排出ガス 排ガス中の硫黄

酸化物、窒素酸

化物ｘばいじん、

塩化水素、ﾀﾞｲｵｷ

ｼﾝ類 

煙突（各炉） ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類1回

/年、その他項

目年 4回 

日本工業規格（JIS）の規

定による方法等 

二酸化硫黄、二

酸化窒素、浮遊

粒子状物質、ダ

イオキシン類、

塩化水素 

着地濃度が高いと

想定される２地点

（上寺尾地区、心

経寺地区） 

年 4回 欄外に示す 大気汚染 

地上気象（風

向・風速、気温、

湿度） 

対象事業実施区域

(1 地点） 

年 4回 地上気象観測指針に示さ

れる方法 

悪 臭 特定悪臭物質濃

度又は臭気指数

（臭気濃度） 

対象事業実施区域

敷地境界（予測地

点：1地点） 

年 1回 悪臭防止法の規定による

方法 

騒 音 騒音レベル 対象事業実施区域

敷地境界（予測地

点：1地点） 

年 1回 騒音規制法の規定による

方法及び環境基準の規定

による方法 

振 動 振動レベル 対象事業実施区域

敷地境界（1地点）

年 1回 振動規制法の規定による

方法 

水 質 地下水質（環境

基準項目、ダイ

オキシン類） 

最終処分場モニタ

リング井戸 

年 1回 地下水の水質汚濁及びダ

イオキシン類（水質）に係

る環境基準の規定による

方法 

陸上植物 保全すべき種 対象事業実施区域

周辺 

年 1回 現地確認 

陸上動物 猛禽類等の保全

すべき種 

対象事業実施区域

周辺 

繁殖期 1回 「猛禽類保護の進め方（環

境庁）」に準拠するととも

に有識者から助言を得て

進める方法 

水生生物 保全すべき種 対象事業実施区域

周辺河川 

年 1回 現地確認 

廃棄物 廃棄物発生量 施設からの発生量 1年間 発生量データの整理 

〔大気汚染の調査方法〕 

硫黄酸化物：「大気の汚染に係る環境基準について」に示される方法 

二酸化窒素:「二酸化窒素に係る環境基準について」に示される方法 

浮遊粒子状物質：「大気の汚染に係る環境基準について」に示される方法 

ダイオキシン類：「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む)

及び土壌の汚染に係る環境基準について」及び「ダイオキシン類に係る大気

環境調査マニュアル」に示される方法 

塩化水素：「大気汚染物質測定法指針」に示される方法 
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図 8-2-3 大気汚染事後調査地点（存在・供用時） 
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図 8-2-4 悪臭事後調査地点（存在・供用時） 
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8.3 環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応方針 

事後調査の結果、事業の実施による環境影響が著しいことが明らかとなった場合には、速や

かに追加的な保全対策を講じる。 

また、動植物に著しい影響を及ぼしていることが明らかとなった場合には、追加的な保全対

策計画策定にあたり専門家に指導を仰ぐこととする。 

 

8.4 事後調査報告書の提出・公開等の方法 

事後調査は、工事の影響が最大となる時点及び施設の稼働が安定的になった場合の 2時点で

実施する。 

調査実施後はそれぞれの段階で、速やかに報告書をとりまとめ、知事に提出するとともに、

事業者のホームページ等で公開する。 

 


